
 

 

平成 29 年度自治会定期総会のご報告  

 

“目に青葉 山ほととぎす 初鰹”やっと春 いや初夏の過ごし易い季節になりました。 

 平成 29 年度定期総会を４月 23 日（日）、名谷小学校体育館にて開催いたしました。

出席人数は、当日出席者 85 名、書面表決 552 名、計 637 名で総会は成立しました。 

（会員総数 740 名の過半数 370 名以上の出席が必要） 

 

１号議案（平成 28 年度自治会活動報告・収支決算・会計監査報告） 

２号議案（平成 29 年度役員の紹介と承認） 

３号議案（平成 29 年度自治会活動計画案・会計予算案） 

いずれも承認されました。 

 

＊ 定期総会では多くの方のご意見を頂戴いたしました。大変貴重なご意見、ありがとう

ございました。その中で代表的な意見をまとめています。 

 

①  平成 29 年度予算案について 

 寄付・分担金の項目で垂水消防団名谷分団への寄付があるが必要なのか 

 ・・ 寄付を開始した過去のいきさつもあるので、今後も継続するか・金額は、 

いくららが妥当なのか等を役員会で検討します。 

② 団地内の道路の傷んだ箇所が多い。高齢者の方が歩行中につまずくような箇所も 

見受けられるので、補修をしてほしい。 

    ・・ 神戸市へ補修の申し入れを行います。 

③  北公園を出たところの緑道の歩道が暗いので照明を明るくしてほしい。 

・・ 一度、現地を確認して神戸市と交渉します。 

④ 道路問題・集会所建替えについての、ご意見をいただきました。 

・・ これらについては、別途顧問団により鋭意検討を進めて頂いていますので 

   進捗状況は、お知らせ等でご報告します。 

    ただ、現在はバス運行問題を最優先で取り組んでいます。 

   ＜顧問団の方が、兼務の方が多いため＞ 

⑤ その他、「マナー」に関する要望事項が多くありました。 

・・ 総会以外からも、「マナー」に関する苦情・要望が寄せられていますので、 

次ページに掲載します。 

 

以上の貴重な意見をいただきましたので、新役員としまして何らかの形で検討していき

たいと考えています。皆さんの更なるご意見もお寄せ下さい。 

 

29 年度新役員による自治会活動がスタートいたします。上記の如く、総会で頂いた 

多くの貴重なご意見を踏まえ、住みよい神和台にすべく努力を致します。 

 

                              次ページへ続く 

平成 29 年 4 月 

平成 29 年度 第 1 号 

神和台自治会 



住みよい街・神和台のために！ 

 総会の席上と役員の方へ「マナー」に関する、要望・苦情が寄せられています。 

 日頃の行動をもう一度振り返りお一人お一人が、住みよい街づくりのために「マナーの 

 向上」にご協力ください。 

 

①  喫煙マナー 

126 階段にタバコの吸い殻の「ポイ捨て」が多くみられます。 

喫煙される方は、喫煙マナーをお守りいただき。ポイ捨てをしないように！ 

・・ “子供見守り隊“の方が小学生から指摘を受けられたそうです。 

 

②  自動車マナー 

a) 依然として路上駐車が多くみられます。特に曲がり角での駐車は死角になり 

相手の車が見えないことが多く、一歩間違えば大きな事故につながります。 

b) 団地内での制限速度を厳守してください。 

バスが通っている中山の道路でも制限速度は 30 ㎞です。一般に住宅街は 

20 ㎞といわれています。制限速度内で走行していると後にピッタリとつけ、 

また、追い越しをする車もあるようです。 

これも一歩間違えれば大事故につながります。 

 

③  犬の飼育マナー 

a) 犬の散歩について 

リードをつけての散歩、また、リードの長さは短めにして周りの人・車に配慮し

てください。 

・・ 犬が嫌いな方・怖い方もおられますので配慮・注意してください。 

b) 犬の放し飼いについて 

庭で放し飼いをされている方がおられますが、門柱・ガレージ等からの飛び出し 

がないように、周辺を再度見直していただき、ご注意してください。 

犬の飛び出しに関する苦情が寄せられています。 

・ 急なとびだしで散歩中の犬が驚き走りだし引っ張られて捻挫した。 

・ 子供さんが数匹の犬に飛びつかれ転倒した。 

・ タクシーで帰宅時に犬の飛び出しがあり急停車した。 

・ 走行中の車に飛び出して犬を避けようとして電柱に衝突寸前。 

 

 

平成 29 年度の自治会の最初のお知らせです。 

 

●皆さんの相談や提案は、各街区委員 地区長  丁目の担当副会長→役員会で話合われ

ます。定例の役員会は毎月第１土曜日に開催され、その内容は“自治会からのお知らせ”

として皆様にご報告いたします。 

●《神和台自治会サークル》の責任者の方で、この“お知らせ”を利用される場合は 

総務部までご連絡下さい。 

● このほか、神和台ネットサロンのご好意でホームページ“神和台ネット”

http://www.shinwadai.net/ （google、yahoo を使い 神和台ネット で検索可）

のサイドメニュー「神和台自治会」でも情報が見られます。認証・パスワードが要求

される場合には、共に“net”と入れて下さい。 
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